
みっきぃナビみっきぃナビ

相　
　
談

健　
　
康

子
育
て

募
集・採
用

教
室・講
座

み
っ
き
ぃ
ナ
ビ

施　
　
設

教
室・講
座

催　
　
し

健康・
医療

福
祉
医
療
費
受
給
者
証
を
更
新

　
福
祉
医
療
制
度
で
は
、年
齢
、障
が
い
な

ど
の
要
件
や
所
得
要
件
を
満
た
す
方
に
医

療
費
の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

　

申
請
に
は
マ
イ
ナ
保
険
証
ま
た
は
資
格

確
認
書
な
ど
が
必
要
で
す
。
制
度
に
よ
っ

て
そ
の
他
必
要
な
も
の
が
あ
り
ま
す
の
で
、

事
前
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　
更
新
の
方
に
は
6
月
下
旬
に
福
祉
医
療

費
受
給
者
証
を
送
付
し
て
い
ま
す
。
医
療

機
関
や
薬
局
に
は
、7
月
か
ら
必
ず
新
し

い
受
給
者
証
を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
助
成
範
囲　

　
・�保
険
診
療
医
療
費
の
自
己
負
担
額（
3

割
な
ど
）の
一
部

　
・�

0
歳
児
～
高
校
生
世
代
は
通
院・
入
院

医
療
費
と
も
に
全
額（
た
だ
し
、保
険

診
療
分
に
限
る
）

　
・�日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
学
校

災
害
給
付
を
受
け
る
場
合
は
対
象
外

問�

（市）
保
険
年
金
課�

　
後
期
高
齢
者・福
祉
医
療
係

<表>福祉医療費の受給対象者
対象者

（市内に住所があり、国保、
社保などの健康保険加入
者）

所得制限

高齢期
移行者
医療

65～69歳で世帯全員が市
民税非課税の方

あり
詳しくは、市ホー
ムページで確認
または、問い合
わせてください

子ども
医療

0歳児～高校生世代
(18歳に達する日以降の最
初の3月31日まで。高等学
校に通っていない方も対
象）

なし

母子家
庭等医
療

母子・父子家庭の母父、その
児童ならびに遺児（18歳の
3月末まで。高等学校など
在学中の場合は20歳到達
月まで）

あり
詳しくは、市ホー
ムページで確認
または、問い合
わせてください

重度障
害者医
療

身体障害者手帳1級・2級、
療育手帳A判定、精神障害
者保健福祉手帳1級の所持
者

あり
本人、配偶者、扶
養義務者の市民
税所得割税額の
合計が23万5千
円未満

高齢重
度障害
者医療

後期高齢者医療制度に加入
し、重度障害者医療と同要
件の方

　

障
が
い
者
が
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で

き
る
よ
う
、障
が
い
者
お
よ
び
そ
の
家
族
へ
の
支
援
を
行

う
団
体
に
対
し
て
活
動
経
費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

▼�

対
象
活
動
事
業　

ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
活
動
※
、災
害
対
策

活
動
、孤
立
防
止
活
動
、社
会
活
動
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
、理
解
促
進
啓
発
研
修

　
・�月
に
１
回
以
上
の
活
動
が
あ
り
、障
が
い
者
な
ど
を

対
象
と
し
た
も
の
。

　
・�活
動
事
業
に
よ
っ
て
活
動
内
容
な
ど
の
条
件
が
あ
り

ま
す
。

　
※
同
じ
体
験
を
し
た
当
事
者
同
士
が
互
い
に
助
け
合
う
活
動

▼
対
象
団
体

　
・三
木
市
を
拠
点
と
し
て
い
る

　
・�団
体
構
成
員
が
５
名
以
上
で
、そ
の
過
半
数
以
上
が

三
木
市
に
住
所
を
有
し
て
い
る

　
・�団
体
の
会
則
や
規
約
が
あ
り
、構
成
員
か
ら
会
費
ま

た
は
参
加
費
を
徴
収
し
て
い
る

▼�

対
象
経
費　
活
動
の
実
施
に
直
接
か
か
る
も
の（
講
師

へ
の
謝
礼
金
、チ
ラ
シ
・
ポ
ス
タ
ー
の
印
刷
費
、案
内
の

郵
送
費
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
保
険
料
な
ど
）

▼
補
助
額　
対
象
経
費
の
総
額（
上
限
５
万
円
/
年
）

▼
申
請
期
間　
9
月
30
日
（火）
ま
で

問・申
請　
（市）
障
が
い
福
祉
課�

　
　
　
　
障
が
い
者
支
援
係

　

市
は
神
戸
大
学
と
連
携
し
て
市
史
編
さ

ん
事
業
に
取
り
組
ん
で
お
り
、通
史
編
全
8

巻
と
地
域
編
全
10
巻
を
刊
行
予
定
で
す
。

　

今
年
は
、通
史
編
の
3
冊
目
と
な
る『
資

料
編
文
化
遺
産
』を
発
刊
し
ま
す
。
こ
の
本

で
は
、三
木
市
が
誇
る
文
化
遺
産
の
数
々
を

詳
し
く
紹
介
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
、手
に

取
っ
て
、大
切
に
継
承
さ
れ
て
き
た
三
木
の

文
化
に
ふ
れ
て
く
だ
さ
い
。

▼�

販
売
場
所　
市
史
編
さ
ん
室（
み
き
歴
史

資
料
館
2
階
）、み
き
歴
史
資
料
館
、市
立

中
央
図
書
館
、市
役
所
内
売
店
た
ん
ぽ

ぽ
、三
木
市
観
光
協
会

▼
価
格　
3
，
8
0
0
円

問� �

（市）
市
史
編
さ
ん
室

　
☎
８
3
‐
1
1
2
0

『
新
三
木
市
史
第
7
巻
資
料
編
文
化
遺
産
』を
発
刊

市史
編さん

三
木
市
道
の
認
定
路
線
網
図
を
Ｗ
Ｅ
Ｂ
公
開

お知
らせ

　

市
が
道
路
法
に
基
づ
き
市
道
認
定
し
て

い
る
道
路（
三
木
市
道
）の
路
線
網
図
が
パ

ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

　

現
在
は
、東
播
都
市
計
画
区
域
内
の
み

の
公
開
と
な
り
ま
す
が
、今
後
、公
開
範
囲

を
拡
大
し
て
い
く
予
定
で
す
。

問��

（市）
道
路
河
川
課�

管
理
係

　
　
　

▲�ホームページ
　はこちら

　
経
済
的
な
理
由
な
ど
で
国
民
年
金
保
険

料
を
納
付
す
る
こ
と
が
難
し
い
場
合
に

は
、申
請
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
免
除・

猶
予
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
7
月
か

ら
令
和
7
年
度（
7
月
分
～
令
和
8
年
6

月
分
）の
申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

申
請
時
点
の
2
年
1
カ
月
前
の
月
分
ま
で

さ
か
の
ぼ
っ
て
申
請
で
き
ま
す
。

　
未
納
の
ま
ま
申
請
が
遅
れ
る
と
障
害
年

金
が
受
け
取
れ
な
い
な
ど
の
不
利
益
が
生

じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、速
や
か
に

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼�

必
要
な
も
の　

年
金
手
帳（
基
礎
年
金

番
号
通
知
書
）に
加
え
て
次
の
も
の
が

必
要
で
す（
郵
送
で
提
出
す
る
場
合
は
、

各
書
類
コ
ピ
ー
可
）。

　
・�

失
業
し
た
方
：
雇
用
保
険
被
保
険
者

離
職
票
な
ど

　
・�

倒
産
し
た
方
：
廃
業
届（
受
付
印
の

あ
る
も
の
）な
ど

　
・�

個
人
番
号
に
よ
る
申
請
を
す
る
方
：

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
確
認
で
き
る
も

の
、運
転
免
許
証
な
ど
の
顔
写
真
付

き
で
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の

▼
申
請
方
法

　

�　

市
役
所
3
階
保
険
年
金
課
、吉
川
支

所
市
民
生
活
課
ま
た
は
日
本
年
金
機
構

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る
申
請
用
紙
に
必

要
事
項
を
記
入
し
、必
要
書
類
を
添
付

の
上
、郵
送
ま
た
は
窓
口
に
持
参
し
て

く
だ
さ
い
。

　

�　

ま
た
、マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
電
子

申
請
に
よ
る
免
除
申
請
も
可
能
で
す
。

▼
継
続
申
請
し
て
い
る
場
合

　

�　
令
和
6
年
度
の
全
額
免
除
ま
た
は
納

付
猶
予
を
認
め
ら
れ
た
方
が
、令
和
7

年
度
以
降
も
継
続
を
希
望
し
て
い
た
場

合
は
、申
請
は
不
要
で
す
。

　

�　

該
当
す
る
方
に
は「
期
間
延
長
承
認

通
知
書
」、該
当
し
な
い
方
に
は「
期
間

延
長
不
該
当
通
知
書
」が
9
月
末
ま
で

に
明
石
年
金
事
務
所
か
ら
送
付
さ
れ
ま

す
。
該
当
し
な
い
方
に
は
、後
日
、「
納

付
書
」も
送
付
さ
れ
ま
す（
該
当
し
な
い

方
で
も
一
部
免
除
を
希
望
す
る
場
合

は
、改
め
て
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
）。

詳
し
く
は
日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

問・申
請���・明
石
年
金
事
務
所

�

☎
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 5 

・（市）
保
険
年
金
課�

国
民
年
金
係

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
申
請

国民
年金

▲�ホームページ
　はこちら

障
が
い
者
な
ど
へ
の
支
援

活
動
を
行
う
団
体
を
補
助

補助金

▲�ホームページ
　はこちら

▲�ホームページ
　はこちら
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